
安城市 公園緑地課
令和７年度

街路樹(緑道）愛護会の手引き



【街路樹（緑道）愛護会について】

安城市では、維持管理業務の一助と
街路樹等への愛護意識の高揚を目的と
して、昭和５７年に街路樹（緑道）愛
護会 （以下「愛護会」という。）が発
足し、各道路や緑道で活動している愛
護会が４６団体※あり、約３，４００
人※の愛護会会員の皆様が街路樹愛護
活動を行っています。
（※令和６年度末現在）

皆様の愛護活動によって、市民の皆
様が公共の道路や緑道を安全安心に気
持ちよく利用していただいています。
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【街路樹（緑道）愛護会とは】

安城市では愛護会について、地域住民が協
力して街路樹等の愛護活動を行うための必要
な事項を「安城市街路樹愛護会要綱」で定め
ています。
この要綱では、愛護会の目的を「都市の環

境美化を図り、あわせて公共施設愛護の精神
の高揚を図ることを目的とする。」としてい
ます。

また、愛護会とは、町内会、自治会、子ど
も会、老人クラブ等の５人以上で構成される
団体で、次頁の活動を行うものと定めていま
す。

※この要綱において「緑道愛護会」とは、明
治用水緑道（市長が指定する区域に限る。）
の低木等のせん定を年1回以上実施する活動
（以下「緑道活動」という。）を行う街路樹
愛護会で、市長の承認を受けたものをいう。
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【街路樹（緑道）愛護会の活動】

愛護会の活動については、「安城市街路
樹愛護会要綱」で下記のとおり定めていま
す。

（１）街路樹等周辺の清掃を毎月２回以上
実施すること。
（２）街路樹等周辺の除草を年３回以上実
施すること。
（３）街路樹等の保護及び育成をすること。
（４）街路樹等への水やりをすること。
（５）街路樹等の異常を発見した場合に連
絡をすること。
（６）その他街路樹等の愛護に関し必要な
活動

適正な愛護活動のため、年度のはじめ
に年間活動計画書を提出していただい
ています。
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【愛護会年間スケジュール】

～前年度～

３月末：前任代表者より活動事務の引継ぎ
前年度分の愛護会活動の実績報告書の提出
（活動状況の写真を添付してください）
次年度の代表者の届け出
次年度の報償金振込の通帳の写しの提出
次年度の事業計画書の提出
ゴミ袋調査票の提出

～活動する年度～

４ 月：愛護活動開始
１ヶ月に２回以上、清掃を団体活動として
行ってください。
また、年に３回以上、除草も行ってください。
※活動状況の写真を忘れずに記録してくださ
い。

５ 月：前年度の報償金振込

３月末に提出いただいたゴミ袋の希望数を
５月下旬頃に代表者様宅へお届けします。
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【街路樹（緑道）愛護会Q&A】

Q 愛護活動は具体的に何をすればよいですか。

A 各愛護会で決められた活動対象地域の、清掃
を毎月２回以上、除草を年３回以上お願いしま
す。雨天等で活動を延期した場合は、月内の振
替をお願いします。

その他の活動については、３ページを参照し
てください。

Q 市からの愛護活動の報償金はいつ振り込まれ
ますか。

A 各街路樹（緑道）愛護会の報償金は活動実績
に基づき、１年間の報償金を翌年度の５月下旬
にお振込みします。
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【街路樹（緑道）愛護会Q&A】

Q 会員が減って４名になってしまった。

A 愛護会は５名以上で構成される団体が条件とな
ります。できましたら会員を追加募集していただ
き、活動の継続をお願いしたいところですが、難
しい場合は代表者様に「廃止届」を提出していた
だき、会は廃止となります。

Q 愛護活動のための道具を更新したいが、道具の
支給はあるか。

A 愛護会の設立の際に道具一式をお渡しした後は、
道具の支給はしていません。報償金で購入してい
ただきますようお願いします。
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【街路樹（緑道）愛護会Q&A】

Q 愛護活動で出たごみの袋の回収について

A 活動後、市役所開庁時間内に公園緑地課まで
ゴミ袋の個数と、どこにゴミ袋を置いてあるか
をご連絡ください。ゴミを回収します。

ただし、街路樹愛護会での活動で出たゴミだ
けを回収しますので、町内会一斉清掃やその他
の活動での実施後のゴミは回収できませんので
ご注意ください。
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【街路樹（緑道）愛護会Q&A】

Q 愛護活動以外の街路樹の状況や報告について

A 愛護会の活動内容や報償金については、公園
園緑地課が担当となりますが、道路の街路樹に
ついてのご意見等は安城市建設部維持管理課ま
でご連絡ください。

【連絡先】

安城市建設部
維持管理課 地域整備係
市役所北庁舎３階窓口№７７
電話 ７１-２２７４（直通）
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【街路樹（緑道）愛護会Q&A】

Q 愛護活動中にけが等をした。

A 市が加入している「安城市ふれあい補償制
度」が適用される場合がありますので、公園緑
地課までお問い合わせください。

ふれあい補償制度を利用する際は、けが等の
発生から原則２週間以内の申請が必要です。ま
た、申請の際に、愛護会の会員名簿や年間行事
予定表などの書類提出が必要となりますので、
予め作成しておくことをお勧めしています。

なお、病院にかかった場合は、その領収書も
しくは明細書が必要となりますので、保管をお
願いします。
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【街路樹（緑道）愛護会Q&A】

Q  ゴミ袋がなくなってしまった

A ゴミ袋は年度当初に３００枚を上限にお渡し
していますが、なくなった場合は、追加でお渡
ししますので、お手数ですが公園緑地課窓口
（市役所北庁舎４階窓口№ ８６）まで、ご連
絡の上、取りに来てください。

その他、不明な点はお気軽に
公園緑地課 花とみどりの係
（℡０５６６－７１－２２４４／直通）
までお問い合わせください。
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